	衛生管理実施基準
	分    類
	  業務(規)－（保）08

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日




第  １章    総  則

    （目  的）
第１条  衛生管理実施基準（以下「この実施基準」という）は、会社に於ける衛生に関する業務を合理的、かつ円滑に行うため、衛生管理の組織運営方法基準等について規程する。

    （適用範囲）
第２条  この実施基準は、会社に勤務する従業員に適用する。

    （従業員の衛生に関する責務）
[bookmark: _GoBack]第３条  従業員は労働安全衛生法第４条及び就業規則に基づき危害防止のため、この実施基準その他の衛生に関する諸標準を遵守するとともに、衛生管理者等の衛生管理上の指示に従わなければならない。

    （外部者の衛生に関する責務）
第４条  会社内に於いて作業する外部者に対しては、当該室・課長はその作業現場の責任者を指名させるとともに、従業員に準じて衛生に関する諸標準を履行させるよう適切な指導監督を行わなければならない。

    （衛生管理推進部門）
第５条  衛生管理の推進部門は品質管理室とし、安全衛生委員会事務局及び本社、官公庁への書類の作成、衛生に関する記録並びに健康診断等を担当して、会社全般の衛生の推進を行う。


第  ２章    衛生管理の組織とその任務

    （主任衛生管理者）
第６条  労働安全衛生法第一条の遂行を目的として各衛生管理者を統括し、並びに各衛生管理責任者を指揮監督し、総合的な衛生管理の円滑化を図るために主任衛生管理者を置く。

    （衛生管理者）
第７条  労働安全衛生法第１２条に基づき衛生管理者を選任し、第３項の各号の業務を行わせる。
      ②衛生管理者は製造部及び補助部門よりそれぞれ選任する。
      ③衛生管理者は別表2の業務を行う。

    （衛生管理責任者）
第８条  各室・課長を衛生管理責任者とする。衛生管理責任者は当該室・課内の業務に於ける作業環境の整備及び部下の健康状態に注意し、衛生管理者の助言勧告を的確に実施しなければならない。

    （作業主任者等）
第９条  労働安全衛生法第１４条に基づき、特に災害防止管理の必要な作業については当該業務の所管室・課長が作業主任者等を有資格者の中から選任する。
      ②作業主任者を選任したときは、当該業務の当該箇所に、その業務内容及び氏名を        提示する。
      ③前項の作業主任者等は、所属室・課長の指揮のもとに当該業務就業者の危害防止に関する指揮監督にあたる。

    （職制上の管理者）
第１０条  職制上の管理者は、部下を指揮監督して所管業務の遂行を図るとともに衛生管理者等の助言勧告に従い、衛生目標及び計画の達成に努める。

    （安全衛生委員会並びに職場委員会）
第１１条  安全衛生委員会並びに職場委員会は、それぞれ工場長並びに室・課長の諮問機関とし、その構成・機能・運営等の詳細は「安全衛生委員会実施基準」の定めるところによる。

    （衛生管理事務局）
第１２条  衛生管理の事務局を品質管理室とし、衛生管理者等の衛生管理に関する業務遂        行上必要な、書類作成や記録保存等事務処理の援助をする。


第  ３章    衛生管理の運営

    （衛生管理計画）
第１３条  衛生管理計画は、前年度末に品質管理室長が衛生管理者と協議して年次計画を      立案し安全衛生委員会に諮った上、工場長の承認を得て決定する。
      ②前項の衛生計画には次の事項を盛り込まなければならない。
        １．月別主要な衛生管理項目
        ２．健康診断実施の概要
        ３．労働衛生環境調査の概要
        ４．衛生教育計画
        ５．その他衛生管理上の重要事項

    （標準化）
第１４条  従業員の健康を保持し衛生に関する目標並びに計画を達成するために、次の諸      標準を制定する。
        １．健康診断実施要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        ２．医務室処置基準
        ３．健康相談基準
      ②　前項の諸標準は関係法令（労働安全衛生法等）に準拠して制定するとともに、過去の疾病統計及び衛生管理の実施状況等を常にチェックして適切なる改訂を行なわなければならない。

    （教育・保健指導）
第１５条  従業員に対し衛生に関する諸標準の徹底並びに保健衛生知識の普及を図るため      衛生教育を実施する。
      ②　保健衛生教育は、品質管理室長が立案して実施する。但し、教育内容によっては、医師・衛生管理者・職制及び看護師に委託して実施する。　　　　　　　　　　　
      ③　健康診断その他の調査によって発見された健康異常者については、医師、看護師        等により個別の衛生指導を行う。

第１５条の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       前項に定める他、衛生一般に係る災害予防に必要な教育訓練を次の表の区分により     実施する。
	  区  分
	  対    象
	担当部門
	  備    考

	一般衛生教育

	新規採用者
作業内容変更者
	総務課
各室・課
	

	一般衛生
啓蒙教育
	
一般従業員
	衛生管理者
品質管理室
	週間行事等の中で実施

	
特別教育
	危険・有害業務従事者
監督者
	衛生管理者
品質管理室
	必要に応じて社外講師
及び社外講習会


      ②前項の教育訓練の実施は、教育訓練詳則並びに関係業務手順書の定めるところによる。

    （規程外業務の実施）
第１６条  特別の理由により、この実施基準に規程する諸標準と異なる方法で実施する。　　
      必要がある場合は主任衛生管理者の決裁を得て実施し、すみやかに規程管理実施手続き第１５条に定める手続を行わなければならない。

    （衛生点検）
第１７条  衛生管理計画の実施状況並びに作業行動、作業環境や設備等の衛生状態をチェ      ックして危害を未然に防止し、その衛生管理に資するため衛生点検を実施する。
      ②　前項の衛生点検の結果は、主任衛生管理者に報告する。主任衛生管理者は必要に応じて安全衛生委員会、職場委員会の討議に付し、対策を検討しなければならない。
      ③　衛生点検は、次表の区分により行う。
	    区    分
	  時  期
	      点  検  事  項

	衛生管理者が行う点検

	定期
（毎週）
	第７条に定める事項及び改善勧告等の実施
状況

	職制上の管理者が行う
点検
	随時
	    同    上



       ④　衛生管理者は、前項の点検結果を記録保存する責任を負う。
⑤　衛生点検の結果は、衛生管理推進部門が月単位で産業医へ報告する。

    （健康診断）
第１８条  従業員の健康管理及び健康異常者の早期発見及び処置に努め、その結果を衛生      管理に反映するため、各種健康診断を実施する。健康診断の実施は「健康診断実施要領」の定めるところによる。


第  ４章    疾病の処理手続

    （疾病の記録）
第１９条  従業員の健康診断書に基づき、看護師は個人健康カードを作成する。　　　　　　

    （疾病者に対する訪問）
第２０条  長期欠勤者（１５日以上）及び総務課長が指名した疾病者について、看護師は疾病把握並びに療養指導のため個人訪問を行いその疾病を総務課長に報告する。

    （勤務制限）
第２１条  疾病が治癒して勤務した者、及び勤務しながら治癒を行う者（結核・心臓病等）並びに後遺症のあるものについては、総務課長は本人の健康状況と医師の意見を参考にして一定期間次の勤務制限を行うことがある。
        １．労働時間の短縮又は超過勤務の禁止
        ２．就業場所、作業等の変更
        ３．衛生上の有害業務の禁止
        ４．その他本人の健康を害する恐れのあると認められる業務の禁止

    （女子の就業特例）
第２２条  女子の就業特例は就業規則による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    （伝染病・精神病等に対する就業制限）
第２３条  伝染病・精神病及び労働によって病勢が進行する恐れがある者等に対する就業      制限は就業規則による。

    （救急及び医務）
第２４条  救急用具は医務室に常備する。但し、衛生管理者が必要と認めて指定したものは各職場にも備付けなければならない。
      ②　救急車の出動を要請する判断は班長以上又は同等の者とする。（自衛防災隊実        　施手続、別表参照）
      ③　医務室での処置は「医務室処置基準」に定めるところによる。

    （規程の管理）
第２５条  この規程の管理は、総務部総務課長が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　

付  則
          ①この基準は、１９９５年１０月  １日から施行する。
　　　　　②２０１３年　２月　１日一部改訂。
　　　　　③２０２４年１０月　１日一部改訂。






















別  表１

                            作業主任者等の任命基準
	
  該当業務

	
  関連業務
	
  任  命  基  準
	
  備  考

	
特定化学物質等
作業主任者

	
労安衛法
第１４条
	
特定化学物質等作業主任者
技能講習終了した者
	

	
衛生管理者


	
第１２条
	
衛生管理者の免許を受けた者
	

	
酸素欠乏危険
作業主任者

	
第１４条
	
酸素欠乏危険作業主任者技能
講習終了した者
	


























別表2

	
	衛生管理者の業務リスト
	
	

	　
	業務内容
	定められている法令など
	具体的な業務について

	1
	安全衛生委員会の参加
	労働安全衛生法  第18条2項-二
                第19条2項-二
	・衛⽣教育、議題の提案、作業環境などの問題提起など。
・企業によっては、運営を担当しているケースもあり。

	2
	職場巡視
	労働安全衛生規則  第11条
	・少なくとも毎週1回、作業環境などを巡視（定期巡視）する。
・労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる。

	3
	健康に異常のあるものの発見および処置
	昭和47年9⽉18⽇基発第601号の1
	・労働者に対して、健康診断や二次健診の受診勧奨を行なう。
・業務時間中に健診を受診しやすい環境を整えるなど。

	4
	作業環境の衛⽣上の調査や改善
	
	職場環境に関し、衛生⾯での課題を確認し、関係各所と連携し、改善を図る。

	5
	労働衛⽣保護具、救急用具等の点検および整備
	
	労働衛生保護具（化学防護服、保護めがねなど）や救急用具の整備

	6
	衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持
	
	産業医や保健師などへ連携する前に、一次対応として、健康相談を受ける企業もあり。

	7
	労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
	
	労働者のケガや負傷の把握や労働災害などの対応、統計の作成から、衛生委員会などで、結果報告を担当する企業もあり。

	8
	その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同⼀の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
	
	雇用形態（派遣、出向など）が異なっていても、同じ作業を実施する場合は、衛生⾯について必要な対応をする。

	9
	その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
	
	衛生に関わる事項の記録をする。労働災害者の⼈数やその要因、ケガや疾病の⼈数などの把握、職場巡視などの記録、安全衛生委員会の議事録作成など。




